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今
日
、
採
卵
養
鶏
農
家
は
、
卵
価
低
迷
が
長
期
化
す
る
も
と
で
著
し
い
経
営
困
難
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
卵

価
低
迷
の

大
の
要
因
は
、
商
社
や
飼
料
メ
ー
カ
ー
な
ど
農
外
大
企
業
等
が
、
国
の
行
政
指
導
に
基
づ
く
鶏
卵
計

画
生
産
を
無
視
し
て
大
規
模
な
無
断
増
羽
を
繰
り
返
し
、
鶏
卵
の
生
産
過
剰
を
恒
常
化
さ
せ
て
き
た
こ

と

に

あ

る
。 特

に
昨
年
来
、
関
西
の
大
手
鶏
卵
問
屋
で
あ
る
阪
神
鶏
卵
（
株
）
の
グ
ル
ー
プ
は
、「
赤
玉
一
千
万
羽
計
画
」
を
展

開
し
、
各
地
で
大
規
模
な
無
断
増
羽
を
強
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
横
暴
を
許
す
な
ら
ば
鶏
卵
の
計
画
生
産
は

有
名
無
実
化
し
、
現
に
生
産
の
七
割
を
担
つ
て
い
る
家
族
労
働
を
主
体
と
し
た
農
家
養
鶏
は
壊
滅
的
打
撃
を
受
け

る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。 

 
ま
た
、
利
潤
追
求
を
第
一
義
的
課
題
と
す
る
農
外
大
企
業
等
に
生
産
の
集
中
が
進
む
こ
と
は
、
国
民
の
大
事
な 

採
卵
養
鶏
の
無
断
増
羽
規
制
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

従
つ
て
、
農
外
大
企
業
等
の
無
断
増
羽
を
規
制
し
、
養
鶏
農
家
の
経
営
を
守
り
、
国
民
へ
の
鶏
卵
の
安
定
供
給

を
図
る
立
場
か
ら
、
以
下
質
問
す
る
。 

た
ん
白
供
給
源
で
あ
る
鶏
卵
の
安
定
的
供
給
を
長
期
的
に
保
障
す
る
こ
と
に
も
反
す
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

阪
神
鶏
卵
グ
ル
ー
プ
は
昨
年
九
月
、
愛
知
県
渥
美
町
に
十
六
万
羽
の
養
鶏
場
建
設
を
地
元
養
鶏
農
家
の
強
い

反
対
を
無
視
し
て
着
工
、
今
年
一
月
に
は
、
島
根
県
羽
須
美
村
に
四
十
万
羽
飼
養
可
能
な
養
鶏
場
建
設
を
進
め

て
い
る
。 

愛
知
県
の
無
断
増
羽
に
つ
い
て
、
農
水
省
畜
産
局
長
は
「
無
断
増
羽
に
な
ら
な
い
形
で
考
え
て
い
く
よ
う
現

在
強
力
な
指
導
を
進
め
て
い
る
」（
衆
農
水
委
昭
六
一
・
一
二
・
一
一
）
と
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
既
に
十

二
万
羽
の
無
断
増
羽
が
行
わ
れ
て
い
る
。 

一
体
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
指
導
を
行
つ
て
き
た
の
か
。
阪
神
鶏
卵
（
株
）
に
対
し
て
直
接
指
導
し
た
の
か
ど

う
か
。
ま
た
、
島
根
県
に
つ
い
て
も
政
府
は
「
強
力
な
指
導
を
す
る
」
と
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
愛
知
県
の
二
の

四 

 



 

三 

京
都
府
で
は
同
じ
瑞
穂
町
の
井
脇
地
区
で
既
に
五
万
羽
規
模
の
無
断
増
羽
を
し
て
い
る
阪
神
鶏
卵
グ
ル
ー
プ

の
農
場
が
、
本
年
夏
完
成
予
定
で
鶏
舎
五
棟
の
建
替
工
事
を
進
め
て
い
る
。
鶏
舎
は
愛
知
県
や
島
根
県
と
同
じ

一
棟
四
万
羽
飼
養
で
、
五
棟
す
べ
て
が
採
卵
鶏
と
す
れ
ば
二
十
万
羽
の
無
断
増
羽
と
な
る
。 

二 

阪
神
鶏
卵
グ
ル
ー
プ
は
、
京
都
府
に
お
い
て
も
瑞
穂
町
北
久
保
地
区
で
三
万
羽
規
模
の
赤
玉
の
種
鶏
場
建
設

を
進
め
、
既
に
一
万
五
千
羽
飼
養
さ
れ
て
い
る
。
種
鶏
一
羽
か
ら
少
な
く
見
て
も
年
間
百
羽
の
ヒ
ナ
供
給
が
可

能
で
、
種
鶏
三
万
羽
で
三
百
万
羽
と
い
う
ヒ
ナ
の
大
供
給
基
地
と
な
る
。 

政
府
は
、
こ
の
種
鶏
場
で
生
産
さ
れ
た
種
卵
が
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
ヒ
ナ
と
し
て
ど
こ
の
採
卵
養
鶏
場
に

供
給
さ
れ
る
の
か
把
握
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
種
卵
が
無
断
増
羽
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
極
め
て
強
い
と
考
え

る
が
ど
う
か
。 

舞
に
な
ら
な
い
と
い
う
保
証
が
あ
る
の
か
。 

京
都
府
全
体
の
羽
数
枠
が
八
十
五
万
羽
の
と
こ
ろ
に
、
一
挙
に
二
十
万
羽
も
の
無
断
増
羽
が
強
行
さ
れ
れ 

五 

 



 

四 

阪
神
鶏
卵
グ
ル
ー
プ
の
場
合
、
鶏
舎
や
資
金
面
は
チ
ク
サ
ン
総
合
リ
ー
ス
（
株
）
が
、
原
種
鶏
は
テ
ト
ラ
ク
ロ

ス
（
株
）
が
、
販
売
面
は
阪
神
鶏
卵
（
株
）
と
ビ
ッ
ク
ウ
ェ
イ
グ
ル
ー
プ
が
担
当
す
る
な
ど
、
鶏
卵
の
生
産
か
ら

販
売
ま
で
の
全
面
的
な
組
織
体
制
を
と
つ
て
「
一
千
万
羽
計
画
」
を
進
め
て
い
る
。 

五 

農
外
大
企
業
の
無
断
増
羽
を
規
制
す
る
た
め
、
以
下
具
体
的
に
質
問
す
る
。 

ば
、
需
給
上
重
大
な
混
乱
が
生
ず
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
政
府
は
こ
の
事
実
を
承
知
し
て
い
る
か
。
承
知

し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
と
る
の
か
。 

１ 

無
断
増
羽
を
元
か
ら
絶
つ
た
め
、
飼
料
の
製
造
・
販
売
業
者
に
対
し
、
無
断
増
羽
者
へ
の
供
給
を
カ
ッ
ト 

従
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
農
外
大
企
業
の
無
断
増
羽
に
対
し
、
①
卵
価
安
定
基
金
か
ら
の
排
除
と
い
つ
て
も
効

果
が
な
く
、
②
配
合
飼
料
価
格
安
定
基
金
か
ら
の
排
除
も
大
規
模
購
買
者
の
有
利
な
取
引
実
態
か
ら
効
果
が
小

さ
く
、
③
補
助
事
業
や
制
度
資
金
か
ら
の
排
除
も
初
め
か
ら
対
象
外
で
無
関
係
と
、
従
来
の
対
策
で
は
限
界
が

あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

六 

 



 

２ 

採
卵
用
ヒ
ナ
の
供
給
に
つ
い
て
政
府
は
、
畜
産
局
長
通
達
「
鶏
卵
の
計
画
生
産
の
改
善
強
化
に
つ
い
て
」 

３ 

全
国
の
無
断
増
羽
数
は
、
六
十
一
年
五
月
調
査
で
千
二
百
万
羽
と
な
つ
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
、
「

改

善

（
昭
六
〇
・
七
・
三
〇
付
、
以
下
「
改
善
通
達
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
出
荷
先
別
の
羽
数
を
報
告
さ
せ
る
な
ど

の
指
導
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ナ
の
前
の
種
卵
の
段
階
で
チ
ェ
ッ
ク
し
な
け
れ
ば
効
果
が
な
い
。
こ
の

点
で
、
種
鶏
飼
養
羽
数
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
種
卵
の
出
荷
先
の
報
告
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
必
要
で

は

な

い

か
。 

す
る
よ
う
指
導
を
強
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。 

「
鶏
卵
の
計
画
生
産
の
推
進
に
つ
い
て
（
運
用
方
針
）
」（
昭
五
六
・
九
・
二
一
付
）
に
、「
指
導
に
従
わ
な
い

企
業
に
対
し
て
は
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
」
と
あ
る
が
、
所
要
の
措
置
と
は
何
か
。
少
な
く
と
も
指
導
に

従
わ
な
い
企
業
に
対
し
て
、
企
業
名
の
公
表
、
輸
入
飼
料
の
政
府
売
渡
し
の
規
制
等
の
措
置
を
と
る
べ
き
で

は
な
い
か
。 

七 

 



 

４ 

羽
数
調
査
の
徹
底
は
計
画
生
産
の
大
前
提
で
あ
る
。
鶏
舎
の
規
模
や
飼
料
・
ヒ
ナ
の
供
給
量
等
か
ら
判
断

し
、
大
規
模
な
無
断
増
羽
業
者
に
つ
い
て
は
政
府
自
ら
が
立
入
調
査
し
、
無
断
増
羽
分
の
削
減
を
徹
底
す
べ

き
で
は
な
い
か
。 

５ 

政
府
の
行
政
指
導
に
も
従
わ
ず
、
公
然
と
無
断
増
羽
を
強
行
す
る
農
外
大
企
業
の
横
暴
に
対
し
て
は
、
法

に
よ
る
規
制
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
。 

ま
た
、
羽
数
枠
の
見
直
し
に
当
た
つ
て
は
、
無
断
増
羽
者
が
得
を
し
、
正
直
者
が
損
を
す
る
こ
と
が
あ
つ

て
は
な
ら
な
い
。
政
府
の
基
本
姿
勢
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

通
達
」
で
、
飼
養
羽
数
十
万
羽
以
上
の
鶏
卵
生
産
者
に
対
し
て
は
原
則
と
し
て
地
方
農
政
局
、
特
に
必
要
が

あ
る
場
合
は
本
省
畜
産
局
職
員
が
同
行
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
農
政
局
別
に
何
カ

所

同
行
し

た

の

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

既
に
我
が
党
は
昭
和
六
十
年
に
、
資
本
金
十
億
円
以
上
の
農
外
大
企
業
の
採
卵
養
鶏
分
野
に
お
け
る
新
た 
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九 

な
事
業
開
始
を
禁
止
す
る
、
そ
れ
以
外
の
農
外
企
業
の
場
合
、
一
定
規
模
以
上
に
開
始
又
は
拡
大
す
る
場
合

は
、
大
臣
等
の
許
可
制
と
す
る
等
の
法
案
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
国
会
に
お
い
て
も

、
「

養

鶏
を
農
業
の

一
部
門
と
し
て
位
置
づ
け
、
農
民
が
生
産
意
欲
を
も
つ
て
取
り
組
め
る
基
本
的
な
養
鶏
政
策
を
確
立
す
る
こ

と
」
と
い
う
国
会
決
議
（
衆
農
水
委
、
昭
五
三
・
六
・
一
四
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
、
農
家
養
鶏
の
分
野
を
守
る
た
め
、
大
企
業
等
の
養
鶏
分
野
へ
の
進
出
を
規
制

す
る
法
制
定
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

右
質
問
す
る
。 


